
議案第３２号

専決処分の承認を求めることについて

（向日市介護保険条例の一部を改正する条例）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分（向日市介護保険条例の一部を改正

する条例）したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承

認を求める。

令和２年５月２５日提出

向日市長 安 田 守



専 決 処 分 書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。

向日市介護保険条例の一部を改正する条例

令和２年３月３０日

向日市長 安 田 守



条例第１６号

向日市介護保険条例の一部を改正する条例

向日市介護保険条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

第２項中「平成３１年度から平成３２年度までの各年度」を「令和

２年度」に 「２４，６２０円」を「１９，６９６円」に改め、同、

条第３項中「平成３１年度から平成３２年度までの各年度」を「令

和２年度」に 「２４，６２０円」を「１９，６９６円」に 「３、 、

７，７５０円」を「３２，８２６円」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第２条 改正後の向日市介護保険条例第２条の規定は、令和２年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。
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〈参 考〉

の一部を改正する条例向日市介護保険条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（保険料率） （保険料率）

第２条 平成３０年度から令和２年度 までの各年度にお 第２条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度にお

ける保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日（介護 ける保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日（介護

保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う ）第１３０条に規定する賦課期日をいう。以下同 う ）第１３０条に規定する賦課期日をいう。以下同。 。

じ ）における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第 じ ）における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第。 。

９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同 ９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ ）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす じ ）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす。 。

る。 る。

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以

下「令」という ）第３９条第１項第１号に掲げる者 下「令」という ）第３９条第１項第１号に掲げる者。 。

３２，８２６円 ３２，８２６円

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４２，６７４ (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４２，６７４

円 円

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４５，９５７ (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４５，９５７

円 円

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，０８７ (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，０８７

円 円

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６５，６５２ (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６５，６５２

円 円

(6) 次のいずれかに該当する者 ７５，５００円 (6) 次のいずれかに該当する者 ７５，５００円

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２ ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下 条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という （租税特別措置法（昭 「合計所得金額」という （租税特別措置法（昭。） 。）

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく 和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、 は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の 第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に ２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に

規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下 規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下

この項において同じ ）が１，２５０，００１円未 この項において同じ ）が１，２５０，００１円未。 。

満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも 満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも
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の の

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ、第 項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ、第。） 。）

８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該 ８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該

当する者を除く ） 当する者を除く ）。 。

(7) 次のいずれかに該当する者 ８２，０６５円 (7) 次のいずれかに該当する者 ８２，０６５円

ア 合計所得金額が２，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が２，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ、第 項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ、第。） 。）

９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当する者を ９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当する者を

除く ） 除く ）。 。

(8) 次のいずれかに該当する者 １０１，７６１円 (8) 次のいずれかに該当する者 １０１，７６１円

ア 合計所得金額が４，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が４，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ、第 項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ、第。） 。）

１０号イ又は第１１号イに該当する者を除く ） １０号イ又は第１１号イに該当する者を除く ）。 。

(9) 次のいずれかに該当する者 １１８，１７４円 (9) 次のいずれかに該当する者 １１８，１７４円

ア 合計所得金額が６，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が６，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ又は 項第１号イ（(1)に係る部分を除く 、次号イ又は。） 。）

第１１号イに該当する者を除く ） 第１１号イに該当する者を除く ）。 。

(10) 次のいずれかに該当する者 １４１，１５２円 (10) 次のいずれかに該当する者 １４１，１５２円

ア 合計所得金額が８，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が８，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く ）又は次号イ 項第１号イ（(1)に係る部分を除く ）又は次号イ。 。

に該当する者を除く ） に該当する者を除く ）。 。
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(11) 次のいずれかに該当する者 １６４，１３０円 (11) 次のいずれかに該当する者 １６４，１３０円

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が１０，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く ）に該当する 項第１号イ（(1)に係る部分を除く ）に該当する。 。

者を除く ） 者を除く ）。 。

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 １８７，１０ (12) 前各号のいずれにも該当しない者 １８７，１０

９円 ９円

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料 ２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料

の減額賦課に係る令和２年度 の減額賦課に係る平成３１年度から平成３２年度までの

における保険料率は、同号の規定にかかわらず、 各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

１９，６９６円とする。 ２４，６２０円とする。

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者 ３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令和２年度 についての保険料の減額賦課に係る平成３１年度から平

における保険料率について準用 成３２年度までの各年度における保険料率について準用

する。この場合において、前項中「１９，６９６円」と する。この場合において、前項中「２４，６２０円」と

あるのは 「３２，８２６円」と読み替えるものとす あるのは 「３７，７５０円」と読み替えるものとす、 、

る。 る。

４ 略 ４ 略


